
議案第６５号 

  

   前橋市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の   

   改正について 

  

  令和８年６月１１日提出 

                        前橋市長 小 川   晶   

  

  

   前橋市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の   

   一部を改正する条例 

  

 前橋市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例（平成２８

年前橋市条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「令和８年３月３１日」を「令和１０年３月３１日」に改め、「及び償却

資産」の次に「（所得税法施行令第６条第１号から第３号まで又は法人税法施行令第

１３条第１号から第３号までに掲げるものに限る。）」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


